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１　環境保全協定 

事業者等の事業活動による公害等を未然に防止し、自然環境及び生活環境を保全する

とともに、市民の健康を保護するため事業者等と環境保全協定を締結しています。 

 

表12－１　環境保全協定締結事業所 

 

２　環境ポスター・標語コンクール 

近年、私たちの周辺では廃棄物の不法投棄や地球温暖化などをはじめとする様々な環

境問題が発生しています。 

市では、これらの環境問題を解消するには、次の世代を担う年齢層や市民に対して、

環境保全に対する意識を広く啓発をすることが必要であると考え、2001（平成13）年度

から環境ポスターコンクールを、また、2003（平成15）年度からは環境標語コンクール

を併せて実施してきました。 

受賞作品については、市役所ホールでの展示、環境白書や広報誌への掲載など、環境

保全に対する啓発に活用しています。 

今後も環境ポスター・環境標語コンクールを通じて、環境保全に対する啓発活動を継

続していく考えです（2020（令和２）年度は新型コロナウイルス感染症の感染状況によ

り中止）。 
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 事業所名 所在地

 TOTOプラテクノ株式会社勝浦工場 勝浦市松野975-2



第 12 章　環境保全・環境衛生

- 68 -

表12－２　2025（令和７）年度環境ポスターコンクール入賞者一覧（応募総数79点） 

※学校名及び学年は受賞時のものです。敬称略。 

 

＜小学校低学年の部＞ 

 

＜小学校高学年の部＞ 

 

＜中学校の部＞ 

 

 賞名 学校名 学年 受賞者氏名（ふりがな）

 市長賞 上野小学校 2 川嶋　帆（かわしま　はん）

 市議会議長賞 勝浦小学校 3 中村　芽郁（なかむら　めい）

 副市長賞 興津小学校 1 関口　銀河（せきぐち　ぎんが）

 教育長賞 勝浦小学校 1 押田　彩紗菜（おしだ　ささな）

 環境審議会賞 総野小学校 3 芝　理玖叶（しば　りくと）

 入選 勝浦小学校 2 御園　莉帆（みその　りほ）

 入選 豊浜小学校 3 佐々木　康成（ささき　こうせい）

 賞名 学校名 学年 受賞者氏名（ふりがな）

 市長賞 勝浦小学校 4 押田　莉里菜（おしだ　りりな）

 市議会議長賞 上野小学校 4 川嶋　汐（かわしま　しお）

 副市長賞 勝浦小学校 5 齋藤　安珠（さいとう　あんじゅ）

 教育長賞 上野小学校 6 栗原　凛乃（くりはら　りの）

 環境審議会賞 豊浜小学校 5 高梨　樹（たかなし　たつき）

 入選 上野小学校 5 荒井　由衣（あらい　ゆい）

 入選 勝浦小学校 6 鈴木　遥大（すずき　そうた）

 賞名 学校名 学年 受賞者氏名（ふりがな）

 市長賞 勝浦中学校 1 江澤　愛莉（えざわ　あいり）

 市議会議長賞 勝浦中学校 2 髙梨　夏生（たかなし　なつき）

 副市長賞 勝浦中学校 1 川嶋　凪（かわしま　なぎ）

 教育長賞 勝浦中学校 2 若林　真緒（わかばやし　まお）

 環境審議会賞 勝浦中学校 2 大塚　悠生（おおつか　ゆうせい）

 入選 勝浦中学校 2 秋葉　唯愛（あきば　ゆあ）

 入選 勝浦中学校 3 栗原　李乃（くりはら　りの）
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表12－３　2025（令和７）年度環境標語コンクール入賞者一覧（応募総数328点） 

※学校名及び学年は受賞時のものです。敬称略。 

 

＜小学校低学年の部＞ 

 

＜小学校高学年の部＞ 

 

＜中学校の部＞ 

 

 賞名 学校名 学年 受賞者氏名（ふりがな）

 市長賞 勝浦小学校 1 長谷川　湊大（はせがわ　みなた）

 市議会議長賞 勝浦小学校 1 齋藤　政豪（さいとう　せいごう）

 副市長賞 豊浜小学校 2 貝塚　柊太（かいづか　しゅうた）

 教育長賞 上野小学校 2 伊勢　海花（いせ　かはな）

 環境審議会賞 勝浦小学校 2 石橋　悠真（いしばし　はるま）

 入選 勝浦小学校 1 古川　珠莉（ふるかわ　じゅり）

 入選 勝浦小学校 1 押田　彩紗菜（おしだ　ささな）

 賞名 学校名 学年 受賞者氏名（ふりがな）

 市長賞 勝浦小学校 6 廣田　莉珠（ひろた　りみ）

 市議会議長賞 勝浦小学校 5 福岡　未來（ふくおか　みく）

 副市長賞 勝浦小学校 5 笠原　大和（かさはら　やまと）

 教育長賞 勝浦小学校 5 渡邊　彩蘭（わたなべ　さら）

 環境審議会賞 豊浜小学校 4 植村　美月（うえむら　みづき）

 入選 勝浦小学校 6 石井　悠斗（いしい　はると）

 入選 勝浦小学校 6 尾形　洋飛（おがた　ひろと）

 賞名 学校名 学年 受賞者氏名（ふりがな）

 市長賞 勝浦中学校 1 高梨　いろは（たかなし　いろは）

 市議会議長賞 勝浦中学校 2 君塚　創太（きみづか　そうた）

 副市長賞 勝浦中学校 3 大野　修幸（おおの　のぶゆき）

 教育長賞 勝浦中学校 3 狩野　苺花（かの　いちか）

 環境審議会賞 勝浦中学校 1 吉野　花乃（よしの　かの）

 入選 勝浦中学校 2 百武　六花（ひゃくたけ　ろっか）

 入選 勝浦中学校 1 磯野　禾向（いその　ひなた）
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３　市民環境学習会 

(1) 市民環境学習会 

有識者による環境をテーマとした講演会や身近な環境問題などを取り上げ、環境に

対する意識の向上を目的として開催しています。 

 

表12－４　市民環境学習会実施状況 

 

(2) クサフグの産卵観察会 

2014（平成２６）年度の市民環境学習会でクサフグの産卵観察会を開催し、2015（平

成２５）年度から2019（令和元年）までＮＰＯ法人南外房環境クラブが主催するクサ

フグの産卵観察会を講演してきました。2023（令和５）年度からは、興津海岸のブル

ーフラッグ認証取得にあわせ環境教育としてクサフグ観察会がブルーフラッグの活動

の一つとして行われています。 

 

【フサフグの産卵の様子】 

 

 年度 内容 開催日

 2020(R02)～2022(R04)　 新型コロナウイルス感染症対策のため開催中止

 2023(R05) 脱炭素社会の実現に向けて～二酸化炭素削減～ 2024(R06).3.4

 2024(R06) 勝浦市の外来生物について 2025(R07).3.23

 2025(R07) 身近な生き物を発見しよう 2026(R08).3.29

 

 
遡上するクサフグ

 
激しく産卵する様子
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４　カラスのフン害対策 

市内の商店街周辺において、秋から春（おおむね10月頃から翌年３月頃まで）にかけ

てカラスのフン害が問題になっています。 

電力会社による対策（電線にカラスがとまらないよう突起物のある電線に変える）を

実施してきましたが大きな効果が得られない状況が続いていました。 

そこで新たに2021（令和３）年１月から、国立大学法人宇都宮大学の研究に基づき開

発された「仲間に危険を知らせるカラスの鳴き声」の音声を流す方法を実施しています。 

この方法ではカラスのフン害状況（場所や時間など）に応じて音源機器を移動し、職

員が柔軟に対応することが可能となります。今後もこの方法を活用し、効果的なカラス

のフン害対策に努めます。 

 

【市内商店街のカラスのフン害の状況】 

 

５　住宅用設備等脱炭素化促進事業 

2011（平成23）年３月11日の東日本大震災以降、エネルギーの安定確保や地球温暖化

対策として再生可能エネルギーや節電、省エネといった環境への配慮に関心が寄せられ

ています。 

市では再生可能エネルギーの導入促進及びエネルギー利用の効率化・最適化を図ると

ともに地球温暖化対策の一環として、2011（平成23）年９月から住宅用省エネルギー設

備等を対象とした補助事業を名称や補助対象、補助金額等を変えながら実施しています。 

中でも住宅用太陽光発電設備は、2022（令和４）年度から補助対象外となりましたが、

引き続き家庭における省エネルギー対策の基本に位置づけています。また、2019（令和

元）年９月の台風15号による大規模停電を経験して以降、定置用リチウムイオン蓄電池

システムへの需要が増加し、更に昨今の環境への関心の高まりを受け、2022（令和４）

年度からは新たに電気自動車やV2H充放電設備、2023（令和５）年度からはプラグインハ

イブリッド自動車、2024（令和６）年度からは窓の断熱改修、集合住宅用充電設備、住

民の合意形成のための資料を補助対象に加え、更に電気自動車・プラグインハイブリッ

ド自動車の補助要件を緩和しました。2025（令和７）年度から市補助金を活用して設置

したエネファーム及び蓄電池について、６年以上経過している場合は補助対象としまし

た。市は地域におけるエネルギーの安定確保及び地球温暖化防止対策のため、今後も脱

 

 
対策実施前

 
対策実施後
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炭素化促進に向けた各種住宅用省エネルギー設備等の導入を積極的に推進していきます。 

 

表12－５　住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金（2025（令和７）年４月１日現在） 

 

図12－１　各種住宅用省エネルギー設備等設置補助件数 

 

※補助実績のないものは記載していません。 

 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

2020 (R02)

年度

2021 (R03)

年度

2022 (R04)

年度

2023 (R05)

年度

2024 (R06)

年度

太陽光発電システム 定置用リチウムイオン蓄電システム

窓の断熱改修 電気自動車・プラグインハイブリッド自動車

V2H充放電設備

 補助対象 補助金額

 家庭用燃料電池システム（エネファーム） 上限10万円

 定置用リチウムイオン蓄電システム（太陽光発電設備併設） 上限7万円

 

窓の断熱改修

住宅
補助対象経費×1/4 

（上限8万円）

 
共同住宅または長屋

補助対象経費×1/4 

（上限8万円×戸数）

 

電気自動車・プラグイン

ハイブリッド自動車

住宅用太陽光発電設備及び 

V2H充放電設備を併設
上限15万円

 住宅用太陽光発電設備を併設
上限10万円

 V2H充放電設備を併設

 上記以外の場合 上限5万円

 
V2H充放電設備（太陽光発電設備・電気自動車等併設）

補助対象経費×1/10 

（上限25万円）

 

集合住宅用充電設備

住民のみ利用可能な場合
国補助金×1/3 

(上限50万円×口数)

 
住民以外も利用可能な場合

国補助金×1/3 

(上限100万円×口数)

 住民の合意形成のための資料 上限15万円
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６　太陽光発電設備（10kW以上） 

近年、地球温暖化防止や環境への配慮などの観点から再生可能エネルギーが国策とし

て推進され、未利用地の有効活用の手段として大規模な太陽光発電設備の設置が全国的

に活発化しています。いわゆるメガソーラーと呼ばれる発電設備の設置や運用を巡って

は、近隣住民とトラブルに発展するなど、自然環境の破壊や災害、さらには設備的寿命

後の大量廃棄など様々な課題が浮き彫りになってきています。 

市では、災害の防止や豊かな自然環境および景観の保全を図り、住民の生活環境を守

るため、「勝浦市太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する指導要綱」を制定し、2021

（令和３）年10月１日から施行しました。指導要綱では、市内全域の10kW以上の太陽光

発電設備および付帯設備を設置する事業を対象としています（建築物の屋根または屋上

に設置するもの、送電に係る電柱等は、除きます）。 

事業者の責務として、地域住民等への事前説明会の開催や市への事前協議書等提出、

関係法令等の遵守、事業開始後の苦情対応、事業廃止後の適正な処理などを定め、近隣

住民の生活環境に悪影響を及ぼさないよう指導する内容となっています。 

また、発電を開始していても明かに適切でないと判断されるものについては、経済産

業省に報告し適正な指導を要請しています。 

 

図12－２　太陽光発電設備等設置の手続き 

 

 

太陽光発電設備設置事業の計画（事業者）

地域住民及び近隣関係者への説明会の開催

事業着手の60日前までに市へ事前協議書等の提出（事業者）

事前協議終了通知書（市）

事業着手・事業完了

市へ完了届出書の提出（事業者）
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７　勝浦市の環境保全への取り組み 

(1) 温暖化防止対策 

地球温暖化防止対策については、2015（平成27）年12月、気候変動枠組条約第21回

締約国会議（COP21）で新たな法的枠組みとなる「パリ協定」が採択されました。パリ

協定では、産業革命前と比して平均気温の上昇を２℃未満、できれば1.5℃以内に抑え、

今世紀後半に温室効果ガスの排出を実質ゼロにすることなどを世界共通の長期目標と

定められました。これを受け、国の地球温暖化に関する総合計画として「地球温暖化

対策計画」が2016（平成28）年５月に閣議決定されました。その後、2021（令和３）年

10月に５年ぶりの改定が行われ、2050（令和32）年カーボンニュートラルの達成とい

う長期目標を掲げ、中期目標として2030（令和12）年度に温室効果ガス46％削減（2013

（平成25）年度比）を目指し、さらに50％の高みに向けて挑戦を続けるという新たな

削減目標が位置付けられました。また同時期に政府の事務事業計画である政府実行計

画も改定され、2030（令和12）年度の温室効果ガス排出目標が、2013（平成25）年度比

50％削減に見直されました。 

市では、2020（令和２）年３月に「第３次勝浦市地球温暖化防止対策実行計画（事

務事業編）」を策定し、温室効果ガス総排出量を2030（令和12）年度までに2013（平成

25）年度と比較して、28.3％削減を目標としていましたが、国の地球温暖化対策計画

および政府実行計画の削減目標がそれぞれ見直されたことを受け、2025（令和７）年

３月に「第３次地球温暖化防止対策実行計画（事務事業編）」を改定し、2022（令和4）

年度の中間目標の達成状況、国の温暖化対策計画を考慮して2030年までに温室効果ガ

ス50％削減を目標としました。また、同月に2050年脱炭素社会の実現に向け、勝浦市

の自然的・社会的条件に応じて、温室効果ガスの排出の抑制等を総合的かつ計画的に

進めるための施策として、「地球温暖化防止対策実行計画（区域施策編）」を策定しま

した。また、これに伴い、「第３次勝浦市環境基本計画」も温室効果ガス排出量の数値

目標が修正となったため、改定しました。 

今後も職員一人ひとりが温室効果ガスの排出抑制に努め、また、その実施状況等を

公表することを通して、市民や事業者の意識の高揚を図り、地球温暖化防止対策を積

極的に推進します。 
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表12－６　部署別温室効果ガス排出量 （単位：t-CO2） 

（注）端数処理（四捨五入）の関係で、合計が一致しない場合があります。 

 

 
部門

2013(H25)年度 
（基準年度）

2014 
(H26) 
年度

2015 
(H27) 
年度

2016 
(H28) 
年度

2017 
(H29) 
年度

2018 
(H30) 
年度

2019 
(H31) 
年度

2020 
(R02) 
年度

2021 
(R03) 
年度

2022 
(R04) 
年度

2023 
(R05) 
年度

2024　

(R06)
年度  排出量 割合

 

市
長
部
局

総務課 403 5.5% 377 373 382 372 352 358 347 333 368 317 97

 総務課（消防関係） 30 0.4% 26 29 26 24 25 29 23 22 20 21 21

 企画課 18 0.3% 23 3 17 14 18 1 1 1 0 1 1

 財政課 15 0.2% 15 15 15 14 13 12 8 9 10 10 8

 税務課 2 0.0% 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1

 市民課 3 0.0% 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4

 高齢者支援課 6 0.1% 6 7 6 6 6 5 4 4 4 4 4

 生活環境課 82 1.1% 75 76 72 77 73 69 77 75 69 69 44

 清掃センター 4,392 60.5% 3,057 2,811 3,639 3,255 3,129 2,922 3,059 2,840 3,154 2,876 2,776

 都市建設課 222 3.1% 210 204 195 188 184 176 169 172 168 156 160

 農林水産課 7 0.1% 7 7 6 6 5 5 4 4 4 4 4

 観光商工課 36 0.5% 43 45 33 39 33 33 24 21 288 323 269

 福祉課 406 5.6% 383 334 324 368 380 119 111 112 115 104 60

 勝浦診療所 13 0.2% 11 11 10 12 12 11 11 12 12 11 12

 水道課 974 13.4% 963 909 817 836 815 786 761 766 727 683 693

 議会事務局 2 0.0% 1 2 2 1 1 1 0 0 1 1 1

 選挙管理委員会 0 0.0% 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 小計① 6,611 91.0% 5,204 4,828 5,547 5,217 5,052 4,534 4,603 4,376 4,944 4,585 4,153

 

 

学校教育課 419 5.8% 385 384 357 221 246 246 238 275 264 239 81

 生涯学習課 8 0.1% 8 9 9 19 19 16 16 11 12 11 12

 公民館 20 0.3%

 芸術文化交流ｾﾝﾀｰ Küste 111 213 228 224 220 198 212 315 262 255 170

 図書館 39 0.5% 38 35 35 35 33 33 28 25 24 25 7

 学校給食共同調理場 168 2.3% 247 244 234 249 254 228 219 243 254 229 74

 小計② 653 9.0% 788 885 865 749 771 722 713 870 815 759 344

 合計（①＋②） 7,264 100.0% 5,993 5,713 6,412 5,966 5,823 5,256 5,316 5,246 5,759 5,344 4,497

 対基準年度増減率 -17.5% -21.4% -11.7% -17.9% -19.8% -27.6% -26.8% -27.8% -20.7% -26.4% -38.1%
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表12－７　温室効果ガス総排出量 （単位：t-CO2） 

（注）端数処理（四捨五入）の関係で、合計が一致しない場合があります。 

 

(2) グリーン購入 

循環型社会の形成のためには、再生品等の供給面の取組に加え、需要面からの取組

が重要であるという観点からグリーン購入法が制定されました。 

本市では、グリーン購入法に基づき勝浦市グリーン購入推進方針を作成し、環境物

品等の調達の推進に努めています。 

 

(3) 省エネ法の規制 

エネルギーの使用の合理化に関する法律（省エネ法）の規制により、事業者全体の

１年度間のエネルギー使用量（原油換算値）が合計して1,500kL以上であった場合、

国から特定事業者の指定を受ける必要があり、事業者全体での判断基準の遵守（管理

基準の設定、省エネ措置の実施等）および努力目標として年平均１％以上のエネルギ

ー消費原単位（効率値）の削減が求められます。 

なお、勝浦市（市長部局）の2024（令和６）年度のエネルギー使用量（原油換算

値）を算定したところ、合計が1,500kL以下であったため、規制の対象事業者には該

当しませんでした。 

 

 
温室効果ガス 

の種類
区分

2013(H25)年度 
（基準年度）

2014 
(H26) 
年度

2015 
(H27) 
年度

2016 
(H28) 
年度

2017 
(H29) 
年度

2018 
(H30) 
年度

2019 
(H31) 
年度

2020 
(R02) 
年度

2021 
(R03) 
年度

2022 
(R04) 
年度

2023 
(R05) 
年度

2024　
(R06)

年度  排出量 割合

 

エネルギー起

源 
CO2

公
用
車
以
外
の
燃
料

灯油 113 1.6% 105 91 89 80 76 41 39 44 40 40 44

 ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽ 33 0.5% 45 85 111 123 135 81 111 161 288 310 266

 A重油 263 3.6% 175 130 126 143 104 57 57 49 56 48 66

 ガソリン 0 0.0% 0 0 0 0 1 1 0 1 3 1 0

 軽油 1 0.0% 1 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0

 電気 3,519 48.4% 3,282 3,312 3,160 3,049 2,964 2,725 2,641 2,687 2,755 2,596 1,527

 
公
用
車

ガソリン 93 1.3% 77 78 79 74 75 73 55 56 57 62 55

 軽油 124 1.7% 115 107 108 104 96 98 94 94 94 101 99

 非ｴﾈﾙｷﾞｰ起源 
CO2

一般廃棄物焼却 2,941 40.5% 2,021 1,739 2,566 2,222 2,209 2,020 2,180 2,010 2,323 2,061 2,306

 二酸化炭素（CO2）計 7,088 97.6% 5,822 5,543 6,240 5,795 5,660 5,100 5,177 5,102 5,616 5,220 4,362

 メタン（CH4）
公用車の走行 
家庭用機器 
下水等処理 
浄化槽 

一般廃棄物焼却

51 0.7% 52 53 52 51 48 48 39 39 42 44 47

 一酸化二窒素 
（N2O）

123 1.7% 118 115 119 118 114 107 99 104 99 79 86

 ﾊｲﾄﾞﾛﾌﾙｵﾛｶｰﾎﾞ
ﾝ 

（HFC）
公用車のｴｱｺﾝ 2 0.0% 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1

 温室効果ガス総排出量 7,264 100.0% 5,993 5,713 6,412 5,966 5,823 5,256 5,316 5,246 5,759 5.344 4,497

 対基準年度増減率 -17.5% -21.4% -11.7% -17.9% -19.8% -27.6% -26.8% -27.8% -20.7% -26.4% -38.0%
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(4) 節電推進員の設置 

休息時間等における消灯の徹底やエレベーターの使用抑制、その他節電の啓蒙等に

より、省エネルギーを推進し、地球温暖化の防止を目的として、節電推進員設置要領

を制定しています。 

 

(5) 夏季・冬季省エネルギー対策の実施 

庁舎等施設における室内温度設定を労働安全衛生法の「事務所衛生基準規則」に基

づき、室の気温が18℃以上28℃以下となるよう努めています。また、室内温度におけ

る職員の事務効率等を担保するため、夏季にはノーネクタイ等によるクール・ビス、

冬季には厚着等のウォーム・ビスを実施し、省エネルギー対策を推進しています。 

 

(6) 庁舎省エネルギー対策の実施 

温室効果ガスの排出を抑制するため、2009（平成21）年度に地域グリーンニューデ

ィール基金事業により本庁舎の省エネルギー対策として、事務室の照明を環境配慮型

蛍光灯へ改修および窓ガラスへの遮光省エネフィルムの貼り付けを実施しました。ま

た、本庁舎の事務室以外の照明LED化を段階的に進め、2019（平成31）年度に市民ロ

ビー・１階カウンター・各会議室を、2020（令和２）年度には各階段・議場内を改修

しました。 

2021（令和３）年度以降は、故障箇所などを随時、LEDに変換しています。 

 

(7) 公用車の二酸化炭素排出削減 

これまで行ってきた、不必要なアイドリングや空ぶかしの防止、急発進・急加速を

控えるなどの「エコドライブ10」の実践や、低燃費自動車・低公害自動車の優先的購

入などに加え、温暖化対策をより一層推進するため、国及び県の電動車導入方針を踏

まえて、2030（令和12）年度までに、使用する公用車全体を全て電動車とする目標を

設定しました。 

 

(8) その他の取り組み 

トイレや洗面所において、はり紙などで水を大切に使用することを呼びかけ、節水

に努めています。また事務手続きや資料等の簡素化や、庁内LANを積極的に活用して

ペーパーレス化を推進するとともに、事務用品の在庫管理の徹底及び再利用を図って

います。 


